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2009.9., No.005.

　後期がスタートしました。ところで、来年
度の更新の出講依頼はどうですか？
　大学（法人）側との労働契約書には、来年
３月３１日までとかの期限が明記されている
と思いますが、その期限との関係がたいへん
気になるところです。ぎりぎりになってから
「来年度のあなたの講義はありません」とい
う話にならないように警戒しなければなりま
せん。もしも期限どおりに来年のコマは消滅
したとしても、あきらめるのは早すぎます。
反復して更新されている場合に、次年度も継
続するそぶりを大学側が見せていたら、それ
を根拠にして、来年度の回復を主張すること
ができます。名古屋高裁の判決もあります。
　しかしそれ以前に、自分で聞いておくこと
が肝要です。大学側も講義を確保しなければ
いけませんので、誰か専門の教員がきちんと
その授業を担当してもらえるのかどうかは、
大学側にとっては大切な問題です。世話役の
先生に聞いておくことをおすすめします。
　それでもなお不安だとか、聞いてみたけれ
どもなかなか回答せず、直前になって断って
きたというようなことがあれば、すぐに非常
勤講師組合にご連絡ください。
　労働組合ですので、話し合いを申し入れる
と、大学側は応じる義務が発生します。少し
だけの勇気が必要になりますが、よろしくお
願いします。

契約確定はどの時点か？
　出講の際にペンネームを使っていいかと聞い
たところ、「慣行慣例」という理由を示しただけ
で、２回目のメールでのやりとりで「ご縁がな
かったこと」に……。大同工業大学から解雇さ
れた高森晃一さんが、去る３月２日、名古屋地
裁に地位確認の訴えを起こした裁判は、いよい
よこれから証人尋問に入ろうとしています。
　この事件では、「お引き受けいただきありが
とうございました」とのメールがいかなる性質
をもつのか、誰が実際に非常勤講師を採用する
権限をもつのかなどの点について、裁判ごとに
少しづつ解明されてきています。
　大学側の窓口担当者から前記のようなメール
があった場合、非常勤講師は信用せざるをえな
くなり、その時間にはその他の授業を入れられ
なくなります。この意思表示とは、窓口担当者
の個人的な意思表示なのか、それとも大学側の
権限ある者の意思なのかが問題となります。
　しかしながら、窓口担当者は判断権限をゆだ
ねられた上級の教員の指示で動いているはずで

早ければ夏休み前にあることも……

非常勤講師の採用

次回公判日程次回公判日程次回公判日程次回公判日程次回公判日程

すので、その上級の教員に、実際上の採用権限
があるはずです。かりに窓口担当者がその上
級の教員の意思を反映しないで送信したとし
ても、それは受信する人から見ると、あたか
も権限ある大学側の意思を受けたと受けとら
ざるをえなくなります。
　このようにこの裁判は、大学側の一方的か
つ不明瞭な意思表示によって左右される非常
勤講師の地位を問うものです。あらためて、
広範なみなさんのご支持・ご支援を訴えるも
のです。

１０月１６日（金）１３：１０

――非常勤講師も研究者です

裁判の主要な論
点

「残り期間の全額支払いを」
いすゞ自動車事件で宇都宮地裁が画期的判決

　非常勤講師も研究者です。そのためにこの
道に入ってきた人ばかりです。できるだけ早
く専任の教員になり、研究費をもらって研究
しなければなりません。そのために大切なの
は、研究業績を積み重ねることです。
　大学のなかには、学部の教員で構成する○
○学会の構成員にのみ執筆を認めるところも
ある反面、非常勤講師にも紀要執筆を認めて
いるところがあります。実際に、とある短大
の紀要に発表した論文で採用が決まった人も
います。まず講義を担当している大学の世話
役の先生に来てみることをおすすめします。

　研究費は、非常勤講師にとっても必要なもの。
職業的な研究者である以上、業務にかかる経費
を自腹で出すというのは、どうしても納得がい
きません。しかし、文部科学省は、「研究機関に
常勤の研究者として所属する者」から、「当該研
究機関の研究活動を行うことを職務に含む者と
して、所属する者であること（有給・無給、常
勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を
問わない。また、研究活動以外のものを主たる
職務とする者も含む）」と改めています。
　とかく問題のある「競争的資金」ですが、申
請・取得可能です。

　去る５月１２日、宇都宮地裁はいすゞ自動
車栃木工場の期間社員３人への中途契約打ち
切りについていすゞの違法性を認め、労働者
側の訴えを全面的に認める決定を出しました。
　申し立てていたのはＪＭＩＵいすゞ自動車
支部の松本執行委員長ら３名。決定は「労働契
約法１７条１項によって原則禁止され、使用
者側に期間労働者に対する雇用保証が厳格に
課せられており、期間労働者の保護が図られ
ている」と期間工の雇い止めの不当性を指摘
しています。

　さらに画期的なことは、中途契約打ち切りに
際して会社側が主張していた打ち切り後の賃金
支給期間を、休業期間とした上でその休業補償
としての６０％支給を違法とし、全額の支払い
を命じたことです。
　この判決は「非正規切り」の発端となったい
すゞ自動車に対する決定で、大きな意味を持つ
と同時に、全国の仲間を励ます大きな勝利で
す。同労組の松本委員長は、引き続き、正社員
化を求めた東京地裁での勝利に全力をあげたい
と語っています。

（弁論準備手続）
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　「根拠規定」が、文部科学省令である大学設置基準２１
条と２３条です。省令ですので、各大学の運営を拘束する
法的強制力をともなう、「法規」です。しかし、その効力
には疑問が発生します。
　まず単位数の基準を「１単位４５時間の学修」としてい
ます。これは、予習、授業、復習の各１時間の合計で３時
間、２単位換算で９０時間、それを９０分授業を便宜的に
１２０分として計算し、１５回となるとされているようで
す。これは、どうしても計算が合わず、またこの時間はあ
くまでも「標準」です。しかも２１条２項１号では、「１
５時間から３０時間までの範囲で大学が定める時間」とさ
れているし、２３条では、「１０週から１５週」とされて
います。この講義回数設定のはざまには、大学側に裁量が
認められているのです。

インフルエンザ
による休校や創

立式典による休
講……

名城大と団体交渉

大学設置基準（文部科学省令）
単位単位単位単位単位（（（（（２２２２２１１１１１条条条条条）））））
　各授業科目の単位数は、大学において定め
るものとする。
２　前項の単位数を定めるに当たつては、１
単位の授業科目を４５時間の学修を必要とす
る内容をもつて構成することを標準とし、授
業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授
業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基
準により単位数を計算するものとする。
　一　講義及び演習については、１５時間か
 ら３０時間までの範囲で大学が定める時間の
 授業をもつて１単位とする。
　二～三（略）
各授業科目の授業期間各授業科目の授業期間各授業科目の授業期間各授業科目の授業期間各授業科目の授業期間（（（（（２２２２２３３３３３条条条条条）））））
　各授業科目の授業は、１０週又は１５週に
わたる期間を単位として行うものとする。た
だし、教育上特別の必要があると認められる
場合は、これらの期間より短い特定の期間に
おいて授業を行うことができる。

　それでは、なぜこの問題が最近出てきたのか。それは、
この間文部科学省が強調している「学士力の向上」政策に
ともない、大学の評価基準に講義回数を入れたからです。
　大学側は、文部科学省の指導によって、そもそも１４回
のコマ数確保すら困難な大学に、むりやりに期末の土曜
日や祝日をつぶしてまでも、コマ数を機械的にあててい
るのです。なかには、５月の連休の直後の水曜日に、ハッ
ピーマンデーの振替を入れている国立大学もあります。
非常勤講師にとっては、出講できるかどうかという問題
になります。そもそもこの講義回数の強調「学士力」向上
に資するのか自体が、評価されるべきです。
　コマ数の強制は、非常勤講師を窮地に立たせるもので
す。合理的な手立てが必要です。

大学祭、冬休みも
消滅……


